
令和5年10月2日

国民年金基金連合会

 

発行種類 発送予定日 納付方法 対象者 記載内容

毎月定額 当年1月から9月までに払込実績があった者
当年1月から9月までに払い込まれた金額
（10月から12月は払込予定金額）

①当年1月から9月までに払込実績があった者 ①当年1月から9月までに払い込まれた金額
　　（10月から12月は払込予定金額）

②当年分掛金の初回拠出を10月以降に設定し
ている者

②当年10月から12月の払込予定金額

毎月定額
①当年10月に初回払込実績があった者
②前回発行時の払込金額と払込予定金額の
合計額に変更が発生した場合

月別指定

①当年10月に加入申出を登録した者
 　 (9月運管受付→10月入力）
②前回発行時の払込金額と払込予定金額の
合計額に変更が発生した場合

毎月定額
①当年11月に初回払込実績があった者
②前回発行時の払込金額と払込予定金額の
合計額に変更が発生した場合

月別指定

①当年11月に加入申出を登録した者
　　（10月運管受付→11月入力）
②前回発行時の払込金額と払込予定金額の
合計額に変更が発生した場合

毎月定額

①当年12月に初回払込実績があった者
②前回発行時の払込金額と払込予定金額の
合計額に変更が発生した場合
　　（12月26日の引落が出来なかった場合等）

月別指定
前回発行時の払込金額と払込予定金額の合
計額に変更が発生した場合
　　（12月26日の引落が出来なかった場合等）

再発行 随時
毎月定額
月別指定

①追加発行より早く払込証明書が必要な場合
②紛失等をした場合

再発行時点での払込実績金額と払込予定金
額

【ご注意いただきたい事項】

（1）この証明書により所得控除を受けられる場合は、申告書の次の欄に、証明書に記載の「合計金額」を記入してください。

　　①税務署に確定申告書で申告する場合⇒「小規模企業共済等掛金控除」欄　（別紙：記入箇所①）

　　②給与所得者の保険料控除申告書に記入する場合（年末調整を申告する場合）

　　　　⇒「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」欄　（別紙：記入箇所②）

　　※記入に当たっては、各申告書の記載要領をご確認ください。確定申告書の様式は現時点ではイメージとなっています。

（2）「未納」や「一時停止」等で「0円」となった月の掛金を追納することはできません。

（3）住所変更や証明書の再発行を希望される場合は、加入手続をした際の受付金融機関（運営管理機関）にお申出のうえ、お手続きください。

(お問い合わせ先）

国民年金基金連合会 　コールセンター

TEL：　０５７０－００３－１０５　(平日　9：00～17：00）

お問い合わせ期間：令和5年10月25日～12月8日

※ガイダンスが流れますので、番号「３」（払込証明書についてのお問い合わせ）を選択してください。

追加発行③
令和6年
1月24日

当年1月から12月までに払い込まれた金額

一括発行 10月24日

月別指定

追加発行① 11月24日
当年1月から10月までに払い込まれた金額
　（11月から12月は払込予定金額）

iDeCo加入者掛金に係る令和5年分の
小規模企業共済等掛金払込証明書（控除証明書）の発行時期と対象となる方

（※事業主払込を行っている第2号加入者を除く）

追加発行② 12月22日
当年1月から11月までに払い込まれた金額
　（12月は払込予定金額）
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令和5年10月2日

　国民年金基金連合会

項目 項番 質問 回答

発行時期

と対象者

1 発行スケジュールについて ①一括発行⇒令和5年10月24日（火）

②追加発行⇒令和5年11月24日（金）

③追加発行⇒令和5年12月22日（金）

④追加発行⇒令和6年1月24日（水）

※各発行タイミングでの対象者は「iDeCo加入者掛金に係る令和5年分の小規模

企業共済等掛金払込証明書（控除証明書）の発行時期と対象となる方」ご参照。

2 新規加入して初回引落が10月26日の場合、いつ届きますか？ 11月24日に発行されます。

3 10月24日一括発行分が届いているが、10月26日引落分が残高不

足で引落できなかった。

引落ができなかった分を反映して払込証明書は届きますか？

11月24日に追加発行されます。

（10月引落は０円、11月と12月引落は引落予定金額が記載されます。）

4 掛金額変更（または資格喪失など）をして10月から掛金額が変

更になります。正しい金額の払込証明書を送付してもらえます

か？

各種変更届を運営管理機関に提出いただければ、変更を反映した証明書が発行さ

れます。具体的な発行月については、お客様の手続き状況によりますので、コー

ルセンターへお問合せ下さい。

5 月別で12月に年1回の引落を設定していて、10月24日一括発行

分で届いているが12月26日引落分が残高不足で引落ができな

かったら0円での払込証明書が届きますか？

掛金額0円の払込証明書は発行されません。年末調整時に引落予定の証明書で提

出した場合は確定申告で修正申告していただくようになります。

6 月別で6月と12月の年2回の引落を設定しているが、

6月が残高不足で引落されなかった。払込証明書はいつ届きます

か？

10月24日の一括発行はされません。12月26日の引落がされれば翌年1月24日に発

行されます。（12月26日引落がされないと1月24日も発行されません。）

7 残高不足で引落ができず、「未納」となっている月がある。こ

れから納付できますか？
残高不足などの理由で掛金が引落されなかった場合、その月の掛金は追納するこ

とができません。

送付先

8 10月に入ってから住所変更届を提出した。新住所へ送付しても

らえますか？

再発行申請書に「住所変更提出済」と追記して手続きしていただければ、新住所

へ送付いたします。

9 住所変更手続きはどうすればよいですか？ 運営管理機関へご連絡のうえ、お手続きをお願いいたします。払込証明書のお問

合せ先欄にも電話番号を記載しております。

10 払込証明書再発行届と住所変更届を同時提出したら、新住所へ

発送されますか？

新住所へ発送されます。

住所変更届には「払込証明書再発行を同時提出している」、

再発行申請書には「住所変更届を同時提出している」という旨を記入のうえ同時

提出してください。

11 登録住所が海外でも一斉発送（再発行依頼提出の場合も含む）

されますか？

発送されません。国内の住所（実家等）があるならば、国内への住所変更届と払

込証明書再発行届を提出いただければ、国内住所へ発送可能です。

再発行
12 再発行申請書を提出したら、どのくらい時間がかかりますか？ ２週間程度かかります。（状況によって前後することがあります）

13 過去の払込証明書を再発行してもらえますか？ 一括発行後は今年分を含めた過去5年分まで再発行が可能です。

（令和１年分～5年分）運営管理機関へ再発行依頼をお願いいたします。

記入方法

14 給与所得者の保険料控除申告書のどこに記入すればよいです

か？

「小規模企業共済等掛金控除」の枠内の「確定拠出年金法に規定する個人型年金

加入者掛金」の欄に合計金額を記入してください。

15 申告書にはハガキのどの部分を添付すればよいですか？ 左上に「重要」と記載がある払込証明書のページを切り取って添付してくださ

い。

小規模企業共済等掛金払込証明書（控除証明書）に関するよくある質問（令和5年版）
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